
再評価および対応方針（案）に対する意見 

滋賀県公共事業評価監視委員会 

番号 ① 計画名 
県営かんがい排水事業 

日野川地区 

事業主体 滋賀県 

施工箇所 

近江八幡市、

竜王町、東近

江市、日野町 

（意見） 

○事業の効果について 

  老朽化した水利施設の改修により、用水の安定供給が可能となり、また施

設の長寿命化、効率化が図られた。これにより、農地の大規模農家への集約

が進むとともに、適正な維持管理が見込まれ、管理費用の低減効果があるこ

とが確認された。 

事業を推進する中で、主に建設資材等の価格上昇により事業費の増加を見

込まざるを得なくなった。この事業費で再度費用便益を分析したところ、費

用便益比が 1.0 以上の 1.16 を発現していることを確認した。 

 

○今後の方針について 

上記の確認内容から、県の対応方針（案）のとおり、事業を継続実施する

ことが妥当であると判断する。 

 

 


